
基本法第１４条関係（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

（１）犯罪被害者等の要望に係る施策の① 

 
 
 

 

【現行の施策の概要】 

① 精神保健福祉センター等での PTSDに関する取組 

・ 地域精神保健施策の中で、犯罪被害者を含む心のケアが必要な方々

に対して、保健所や精神保健福祉センターにおいて、医師や心理担当

職員によるきめ細かな相談支援を実施している。 

 

② PTSD患者の保険診療、PTSD治療薬の保険適用 

・ PTSD に対する治療については、医療保険の適用対象となっており、

保険医療機関において、通院精神療法などの精神科専門療法を行った

場合には、診療報酬を請求できることとなっている。 

・ また、PTSD の症状に対しては、様々な医薬品を使用することが可能

であり、これらの症状の患者に対して、医師が処方を行った場合には、

医療保険の適用対象となる。 

 

ＰＴＳＤに関する医療・福祉サービスの充実 



（２）犯罪被害者等の要望に係る施策の② 
 
 
 

【現行の施策の概要】 

後遺障害に関する医療・福祉サービスの取組 

・ 高次脳機能障害について、その障害の特性に対する正しい理解の普

及や評価・支援手法の開発を目的に、平成１３年度から国立身体障害

者リハビリテーションセンター及び１２の地域の自治体において、「高

次脳機能障害者支援モデル事業」に取り組んでおり、これまで、診断

基準や訓練プログラム等の開発を行い、平成１６年度からは地域生活

を支援するプログラムを試行している。 

 

【今後の取組】 

・ 今後、モデル事業の成果の全国への普及を図っていくこととしてい

る。 

・ また、今国会に提出している障害者自立支援法案による障害保健福

祉施策の見直しでは、これまでの障害種別ごとの施策体系を改め、高

次脳機能障害を有する方を含め、それぞれの適性とニーズに応じた支

援を提供できるような仕組みを構築することとしている。 

後遺障害に関する医療・福祉サービスの充実 



（３）犯罪被害者等の要望に係る施策の③ 

 
 
 
【現行の施策の概要】 

① 児童相談所 

・ 児童相談所において、 

  イ 子どもに関する各般の問題についての相談対応 

  ロ 個々の子どもや家庭等に対する効果的な処遇 

  ハ 子ども及びその家族についての必要な調査並びに医学的、心

理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、そ

れに基づく必要な指導 

  ニ 子どもの一時保護 

 を行っている。 

・ また、医師による医学的判定、心理療法担当職員によるカウンセリ

ングを実施している。 

 

② 婦人相談所 

・ 婦人相談所において、 

イ 要保護女子に関する各般の問題についての相談対応 

ロ 要保護女子及びその家族についての必要な調査並びに医学的、

心理学的、職能的判定及びこれらに付随して行う必要な指導 

ハ 要保護女子の一時保護 

を行っている。 

・ また、医師による医学的判定、心理療法担当職員によるカウンセリ

ングを実施している。 

 

女性被害者・少年被害者に対する医療・福祉サービスの確保 



③ 児童思春期の心の健康づくりの対策の推進 

・ 児童思春期の心の問題については、その原因や対応が多様であるこ

とから、精神保健福祉センター、児童相談所、教育機関、警察等の関

係機関が連携をとりつつ、専門家チーム等を編成し、発見・相談から

指導・解決まで総合的な対応を行う思春期精神保健ケースマネジメン

トモデル事業を平成１３年度から１５年度まで実施したところであ

る。 

・ さらに、モデル事業の結果を基にした事例集を作成、配布し、思春

期精神保健対策の推進に努めているところである。 

 

【今後の取組】 

・ 児童虐待防止対策の推進のため、児童福祉法の一部を改正する法律

の施行に伴い、平成１７年４月より、次のような施策を実施する。 

 ① 児童相談所における夜間休日における連絡や相談対応の確保、中

核市規模の人口を有する市での設置の促進、分室・支所の活用によ

る市町村支援体制の確保等を図る。 

 ② さらに夜間対応等の体制整備や児童虐待に対する医療ケアの重要

性にかんがみ、地域の医療機関との協力、連携体制の充実を図る。 

・ 平成１７年３月には、子どもの心の問題に対応できる専門の医師の

養成、確保のため「子どもの心の診療に携わる専門の医師の養成に

関する検討会」を立ち上げたところ。 

 



（４）犯罪被害者等の要望に係る施策の④ 

 
 
 
【現行の施策の概要】 
医療関係者への教育・研修 
・ 平成８年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士などを対

象とした PTSD 対策に係る専門家の養成研修会を実施しており、その
中には犯罪被害者のカウンセリング等に関する講義が含まれている。

平成１５年度までに３，０５２名が受講している。 
・ 平成１３年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、児童

相談員などを対象とした思春期精神保健の専門家の養成研修を実施し

ている。 
・ 平成１６年度より必修化された新医師臨床研修における臨床研修の

基本理念として、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門と

する分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識

しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対

応できるよう、基本的な診療能力を身につけることのできるものであ

ることと定められており、そのうち、医師臨床研修制度の到達目標に

おいて、経験が求められる疾患として、「ストレス関連障害」を位置づ

けている。 
 
【今後の取組み】 
・ 今後も継続して各種研修を実施し、PTSD 対策に係る専門家、思春
期精神保健の専門家の養成を図る。 
・ 看護教育の充実及び資質の向上を図るため、平成１７年度から看護

基礎教育のカリキュラム等改正に係る検討を行うこととしている。 

犯罪被害者等支援に精通した心理職・精神科医・法律家等の養成 



（５）犯罪被害者等の要望に係る施策の⑤ 
 
 
 

【現行の施策の概要】 

① 救命救急体制 

・ 救命救急体制については、初期救急医療（主として外来医療）、２次

救急医療（入院が必要な重症患者に対応）、３次救急医療（救命救急セ

ンター）の体系に沿い、地域ごとの実情に応じ、機能分化と連携に配

慮した体制整備を図っている。 

 

② 地下鉄サリン事件被害者に関する継続的な後遺症調査 

・ 地下鉄サリン事件被害者に関する全体的かつ継続的な後遺症調査は

行っていないが、犯罪被害者を含むこころのケアが必要な方に、保健

所や精神保健福祉センターにおいて、医師や心理担当職員によるきめ

細かな相談支援を実施している。 

その他医療・福祉サービスの充実 



③ 医療保険利用の利便性の確保 

・ 個人情報保護法等により、医療機関、保険者は受診者の個人情報で

ある受診情報を受診者本人の同意なく、会社等の第三者に提供するこ

とはできないこととされており、保険診療を受けたからといって会社

等に受診の事実を知られることはない。 

・ また、保険医療機関等において被保険者証を提示すれば、負傷の原

因を問わず、保険診療を受診できることとなっている。 

  

【今後の取組み】 

・ 現行の国民皆保険制度において利便性が図られていると考えている

が、関係省庁と連携の上、保険証が使えないといったケースがないか

実態を把握した上で、必要な検討をしてまいりたい。 

・ 犯罪被害者の受診情報が医療機関や保険者から流出しないよう、個

人情報保護法等に基づき、医療機関や保険者に対して適切に対応して

まいりたい。 



基本法第１５条関係（安全の確保） 

（１）犯罪被害者等の要望に係る施策の② 

 
 
 
 
 
 

【現行の施策の概要】 

① 児童相談所の一時保護 

・ 児童福祉法に基づき設置され、虐待、迷子、置去り、非行などの理

由による児童の一時的保護を実施している。 

  

② 婦人相談所の一時保護 

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき設

置され、配偶者からの暴力被害者等の一時保護を実施している。 

 

【今後の取組】 

・ 虐待を受けた子どもと非行児童の混合処遇を改善すること等の個別

対応できる一時保護所の環境改善を実施することとしている。 

加害者が逮捕されるまでの間、危険を回避するための犯罪被害者等専

用シェルター確保 



（２）犯罪被害者等の要望に係る施策の④ 

 
 
 

【現行の施策の概要】 

再被害防止のための省庁間の連絡制度の充実 

・   児童虐待の防止対策については、国レベルにおいて、虐待に関する

通告・情報提供の促進と関係団体等との連携強化を図るため、内閣府、

警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、最高裁判所やその他関連

団体で構成する児童虐待防止対策協議会を設置している。 

また、地方公共団体レベルでは、児童相談所、福祉事務所、医療機

関、警察、学校、民間団体などの関係機関を構成員とする、要保護児

童対策地域協議会（児童虐待防止ネットワーク）を設置し、関係機関

相互の円滑な連携、協力を確保することにより虐待を受けた子どもの

更なる被害の防止に努めている。 

・   ＤＶ被害者の保護支援については、当該支援事業を円滑に行うため

には、関係機関との連携が不可欠であり、各都道府県において、婦人

相談所を中心に、福祉事務所、警察、病院、学校、裁判所などの関係

機関による定期的な連絡会議を開催している。 

 
 
 

再被害防止のための省庁間の連絡制度の充実 



基本法第１９条関係（保護、捜査、公判等の課程における配慮） 

犯罪被害者等の要望に係る施策の①及び② 

 
 
 
【現行の施策の概要】【再掲】 
医療関係者への教育・研修 
・ 平成８年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士などを対

象とした PTSD 対策に係る専門家の養成研修会を実施しており、その中

には犯罪被害者のカウンセリング等に関する講義が含まれている。平

成１５年度までに３，０５２名が受講している。 

・ 平成１３年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、児童

相談員などを対象とした思春期精神保健の専門家の養成研修を実施し

ている。 

・ 平成１６年度より必修化された新医師臨床研修における臨床研修の

基本理念として、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門と

する分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識

しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対

応できるよう、基本的な診療能力を身につけることのできるものであ

ることと定められており、そのうち、医師臨床研修制度の到達目標に

おいて、経験が求められる疾患として、「ストレス関連障害」を位置づ

けている。 

 
【今後の取組み】 
・ 今後も継続して各種研修を実施し、PTSD 対策に係る専門家、思春
期精神保健の専門家の養成を図る。【再掲】 
・ 看護教育の充実及び資質の向上を図るため、平成１７年度から看護

基礎教育のカリキュラム等改正に係る検討を行うこととしている。 

【再掲】 
・ 公共職業安定所職員に対する研修において犯罪被害者等への理解に

資するテーマについて取り上げることを検討中である。 

関係職員の研修・対応 



- 1 -

「心的外傷体験による後遺障害の評価と援助技法の研究」について

【調査の概要】（別添）

・ 被害者群にはフラッシュバックなどの実体験に基づいた精神

症状が多かった。

・ 身体症状に関しては、サリン中毒との因果関係は乏しかった。

【実施状況】

平成１３年度研究である。

【今後の方針】

地下鉄サリン事件被害者に関する全体的かつ継続的な後遺症調査

は行っていないが、犯罪被害者を含むこころのケアが必要な方に、

保健所や精神保健福祉センターにおいて、医師や心理担当職員によ

る相談支援を行ってきているところであり、今後も地域精神保健福

祉施策の中で、犯罪被害者を含む支援が必要な方々に対して、きめ

細やかな相談支援を実施してまいりたい。









 
 
 
 
 
 

第３回犯罪被害者等基本計画検討会 
確認事項について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年６月６日 
厚生労働省 



基本法第１４条関係 

② 後遺障害に関する医療・福祉サービスの充実 

 

 

 

 

○ 医療の提供においては、個々の患者の病態に応じた適切な医療が提供さ

れることが最も重要であると考えている。 
○ 一方で、患者の病態により、他の医療機関を紹介することが適切である

ケースも想定されるため、転院することが適当かどうかについては、個々

の事例に即して判断されるべきものであると考えている。 
○ いずれにしても、地域において、患者の病態に即したきめ細かい医療の

提供が確保されるとともに、患者に対して適切な医療が切れ間無く確保さ

れるよう、医療機関の間の連携が円滑に行われることが重要と考えている。 
 

③ 女性被害者・少年被害者に対する医療・福祉サービスの充実 

 

 

 

○ 児童相談所においては、地域の子ども、保護者等から子どもの福祉に関

する相談に応じることや、必要な支援・指導などを行う児童福祉司、心理

診断やカウンセリング等を行う児童心理司が配置されているところである。 

なお、児童福祉司については児童虐待件数の増加や、困難事例等が増加

してきている中で、子どもの生命の安全と心身のケアに万全を期し、迅速

かつ的確な対応を図るため、今般配置基準の見直しを図ったところ（従来

の人口１０万～１３万までを標準としていたものを、５万～８万までを標

準とした）。 

○ 婦人相談所においては、一定数以上（１日平均４人以上）の同伴乳幼児

を保護する一時保護所に、主に同伴乳幼児の対応を行う指導員を配置し、被

害者が自立に向けた取組を安心して行える環境を整備しているところであ

る。 

植物状態になり症状が固定したからといって転院をせまらないで欲しいと

の要望があるがどうか。【厚生労働省】 

在宅支援を行うための保健師の増員と研修強化、子育て支援の専門職による

支援を求める要望が寄せられているが、どうか。【厚生労働省】 



○ 保育所における児童虐待への対応については、保育所保育指針において

虐待の早期発見と子どもやその家族に対する適切な対応について配慮すべ

き事項を定めており、日常の保育の場で、こうした事例に対し適切な対応が

行われるよう努めているところである。 

 

⑤ その他医療・福祉サービスの充実 

 

 

 

 

○ 配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その監

護すべき子どもの福祉に欠けるところがある場合において、その保護者か

ら申込みがあったときは、その保護者及び子どもを母子生活支援施設にお

いて保護している。 

○ また、母子生活支援施設には心理療法担当職員や被虐待児個別対応職員

が配置されており、DV 被害に対する心のケアを行っている。 

 

 

 

 

 

○ 犯罪被害者等に着目して、早期に家政婦による家事支援や配食サ

ービス等を提供する必要があるかどうか、その必要があるとしてど

のようなサービスを提供するかについては、 

  ① 犯罪被害者のニーズがどのようなものであるか、 

  ② 犯罪被害者への支援の基本的考え方は何か、 

③  どのような財源で行うか 

といった問題と密接に結びついており、犯罪被害給付制度において、

その給付内容や給付対象の拡大・充実、給付の現物給付化の可否と

いった点について見直す中で検討されるべきものと考えている。 

犯罪被害者等の心のケアと家族全体の生活支援を総合的に行うべきである

とし、「総合支援ケアセンター」の設置を求める要望が寄せられているが、

どうか。【厚生労働省】 

高齢者等への行政サービスを一時的にでも犯罪被害者等に柔軟に利用を認

めてほしいとの要望が寄せられているが、どうか。【厚生労働省】 



○ なお、仮に犯罪被害者の保護の観点から犯罪被害給付制度等にお

いて、配食サービスやホームヘルプなどの給付が行われる場合に、

現に地域に存在する高齢者福祉や障害者福祉分野のサービス基盤

を活用することは考えられ、その場合に厚生労働省として関係省庁

に対し、どのような協力が可能かについては、必要に応じ検討して

まいりたい。 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 犯罪被害者を含むこころのケアについては、精神保健福祉センターや保

健所における精神保健に関する相談援助活動の中でも重要な課題となっ

ているものと考えている。 

○ そのため、全国の精神保健福祉センターや保健所等の医師、保健師、看

護師、精神保健福祉士等を対象として、犯罪被害者支援に関する講義を含

めてＰＴＳＤ対策に関する養成研修を行っているところであるが、今後に

おいても、研修内容の充実強化を図るなど、これらの関係機関における対

応力の強化を図ってまいりたい。 

精神保健センター、保健所における被害者への支援体制の整備（相談、訪問、

治療、自助グループ支援などを行うこととし、スタッフの増員）を求める意

見が寄せられているが、どうか。【厚生労働省】 



 

 

 

 

○ 医療機関の機能・役割等に応じ、適切に患者の方々からの相談に応じう

るよう対応していくことが重要であり、また、適切な相談対応のできる機

関が紹介されることが重要と考えている。 

○ さらに、厚生労働省においては、医師、看護師、保健師、精神保健福祉

士などを対象とし、犯罪被害者のカウンセリング等に関する講義を含む

PTSD 対策に係る専門家の養成研修会等、医療関係者への教育・研修を行っ

ているところであるが、今後とも、こうした取組を進め、こころのケア等

に従事する専門家のレベルアップを図ってまいりたい。 

 

 

 

 

 

○ 医療が必要な被害者に病態に応じた適切な医療が行われるよう、また医

療機関から適当な施設等に円滑な移行が行われるよう、関係機関における

相談・情報提供等、医療機関と関係機関の間の連携等が行われることが重

要と考えている。

すべての医療機関の相談業務において、被害者への対応が行えるようにな

ることを義務付けることを求める要望が寄せられているが、どうか。【厚

生労働省】 

療養施設に被害者が優先的に入所できる制度の創設を求める声があるが、

どうか。【厚生労働省】 



基本法第１５条関係 

③ 加害者が逮捕されるまでの間、危険を回避するための犯罪被害者等専用

シェルターの確保 

 

 

 

 

 

 

○ 「子ども・子育て応援プラン」（平成１６年１２月２４日少子化社会対策

会議決定）において、平成１７年度から平成２１年度までの５年間に、虐

待を受けた子どもと非行児童との混合処遇の状況を改善することや非行児

童に個別対応できる居室等の改善を全都道府県・指定都市で実施すること

を目標としているところである。 

 

 

 

 

 

＜児童相談所の一時保護について＞ 

○ 児童福祉法に基づき、虐待、迷子、置去り、非行などの理由による子ど

もの一時保護を実施している。 

○ 虐待（性的虐待・身体的虐待・心理的虐待・ネグレクト）を受けた子ど

もの保護は、子ども本人の状態や家族の状況を的確に判断し、児童相談所

の一時保護所等で実施している。 

○ この保護は、虐待者からの緊急避難にとどまらず、将来の自立支援に向

けた評価を行う期間でもあることから、児童相談所に付設された一時保護

所で実施することが望ましいと考えている。 

児童相談所、婦人相談所による一時保護の適正な運用に努めるとともに、

虐待を受けた子どもと非行児童の混合処遇を改善すること等の個別対応

できる一時保護所の環境改善の実施につき、具体的な内容・スケジュール

如何。【厚生労働省】 

以下のようなシェルターを求める要望が寄せられているがどうか。【厚生

労働省】 

 ・家庭内における性暴力、虐待被害者専用のシェルター 

 ・DV被害者に対する、子ども同伴可能なシェルター 



＜婦人相談所の一時保護について＞ 

○ ＤＶ被害者に対する公共シェルターとしては、婦人相談所一時保護所が

あり、ＤＶ被害者に同伴する家族も一時保護の対象としているところであ

る。 

○ さらに、一定数以上(１日平均４人以上)の同伴乳幼児を保護する婦人相

談所の一時保護所に、主に同伴乳幼児の対応を行う指導員を配置し、被害

者が自立に向けた取組を安心して行える環境を整備しているところであ

る。 
 

⑤ その他再被害を防止し、安全を確保するための取組の充実 

 

 

 

 

○ 厚生労働省においては、昨年１０月に施行された児童虐待の防止等に関

する法律の一部を改正する法律において、新たに第４条第５項が設けられ、

国及び地方公共団体の責務として、「児童虐待の防止等のために必要な事項

についての調査研究及び検証を行う」ことが明確にされたことを踏まえ、社

会保障審議会児童部会の下に「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委

員会」を設置した。 

○ 当該検証委員会では、全国の児童福祉関係者が児童虐待防止において認

識すべき共通の課題とその対応を取りまとめるとともに、制度やその運用に

ついての改善を促すことを目的に、様々な専門分野で構成される有識者によ

る専門的多角的な観点からの各種死亡事例等の総体的な分析・検証が行われ、

検証結果を本年４月に第１次報告書として取りまとめ公表した。 

○ 今後、さらなる検証を引き続き行い、児童虐待防止対策の一層の充実に

努めてまいりたい。 

子どもの死の検死の徹底、レビューチーム、調査委員会の立ち上げを求め

る要望や、警察、医療機関の職員における虐待の知識の向上、専門チーム

の組織を求める要望が寄せられているが、どうか。【厚生労働省】 



＜参考＞  

児童虐待の防止等に関する法律第４条第５項  

国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受

けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職

員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防

止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 

 

 

 

○ 里親制度の充実を図るため、平成１４年度においては、専門里親、親族

里親制度の創設や一時的な休息のための援助（レスパイト・ケア）の制度化

をしたところである。 

○ また、平成１６年度においては、里親の養育負担を軽減するため、児童

相談所から里親をサポートする者を派遣し、その養育を援助する「里親養

育援助事業」や里親相互の交流機会を設け、情報交換等により里親自身の

養育技術の向上を図る「里親養育相互援助事業」を創設し、里親を支援す

る取り組みの充実を図っている。 

 

里親制度の充実を求める要望があるが、どうか。【厚生労働省】 



基本法第１９条関係 

② 関係職員の対応・施設の改善 

 

 

 

 

 

 

○ 被害者の方々が、専門家の言動や無理解等により二次被害を受けないよ

う、被害者の方々のケアに直接関わる専門家に対する研修等を充実し、信

頼して相談できる専門家を養成することは重要であると考えている。 

○ そのような観点から、厚生労働省においては、 

・ 平成８年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士などを対

象とし、犯罪被害者のカウンセリング等に関する講義を含む PTSD 対策

に係る専門家の養成研修会 

・ 平成１３年度より、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、児童

相談員などを対象とした思春期精神保健の専門家の養成研修 

等、医療関係者への教育・研修を行っているところであるが、今後とも、

こうした取組を進め、こころのケア等に従事する専門家のレベルアップを

図ってまいりたい。 

 

 

 

 

○ 民生委員法第１５条において「民生委員は、その職務を遂行するに当た

っては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人権、信条、

性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすること

なく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければなら

ない。」として民生委員の守秘義務を規定している。 

被害者が二次被害を訴えることのできる苦情相談窓口が必要であるとの要

望が寄せられているが、どうか。また、そうした苦情の声を生かした研修を

行うべきであるとの要望が寄せられているが、どうか。【警察庁、法務省、

厚生労働省（最高裁判所）】 

調停員、民生委員による二次被害を訴える要望、民生委員に噂を立てられた

とする指摘が寄せられるが、どう考えるか。【厚生労働省】 



○ 民生委員が住民の身上に関する秘密を守ることは当然であり、指摘のよ

うな「噂を立てること」はあってはならないと考えており、民生委員の守

秘義務について、指導を徹底してまいりたい。 
 

⑤ その他医療・福祉サービスの充実 

 

 

 

○ 婦人相談所、婦人保護施設、母子生活支援施設、福祉事務所等には、直

接被害者からの相談を受ける職員が配置されているが、ＤＶ被害者と対応職

員の間において、「２次被害」と言われるように、対応職員から重ねて精神

的被害を受ける場合も指摘されている。 

○ こうした点も含めて、ＤＶ法に基づき、関係機関職員の専門研修の実施

について、予算措置を講じているところであり、必要な研修及び啓発を行っ

ている。 

＜参考＞ 

ＤＶ法第２３条第２項 

国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等

に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

公的シェルターでの人権侵害、女性相談員への不信を訴え、実情、実態を

まず知ってほしいとする要望が寄せられているが、どうか。【厚生労働省】


